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総則
本仕様書は、南越清掃組合（以下、「発注者」という。）が発注する「旧第１清掃センター解

体及びストックヤード等整備工事」（以下、「本工事」という。）に適用する。

本工事は、設計・施工一括（性能発注）方式により実施する。よって、本仕様書を含む設計

図書は基本的内容について定めるものであり、工事を完遂するために必要とされる事項は、工

事受注者（以下「受注者」という。）の責任においてすべて実施するものとする。

工事概要

一般概要

南越清掃組合旧第 1清掃センター（以下、「旧第 1清掃センター」という。）は、昭和 59
年に竣工しているが、令和 3年 1月の新ごみ焼却施設稼動に伴い令和 2年度中に休止した施
設である。敷地内には、工場棟、汚泥乾燥棟、管理棟、自動洗車場及び車庫等が存在し、地

下工作物を除く全ての建物及び設備を解体撤去するものである。また、解体撤去後には整地

及び既存建築物の杭・基礎を流用してストックヤード整備を行うものとする。

本工事に際しては、旧第 1清掃センターの機器の種類・構成等を十分に理解したうえで関
連法令・基準等に基づいた施工をするとともに、本工事に伴い発生する解体廃棄物等は、関

連法令等に準拠して適正に処分するものとする。

工事名称

旧第１清掃センター解体及びストックヤード等整備工事

工事場所

福井県越前市北府一丁目 地係

工期

契約締結日の翌日から令和 6年 3月 18日まで

工事主要目

適用範囲

本工事は本仕様書、図面及び関連法令・基準を遵守し解体撤去、整地及びストックヤード

整備を行うものである。

なお、本工事は設計・施工一括（性能発注）方式により発注されるものであり、本仕様書

等の発注図書に明記されていない事項であっても、本工事を遂行するために必要な工事、測

定、周辺環境への影響の低減、作業従事者のダイオキシン類及びアスベストのばく露防止、

適正な廃棄物の処理等本工事の性質上、当然必要とされる全ての工事及び費用は、受注者の

責任において全て負担しなければならない。
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施設概要

施設概要を表 1-1に示す。主要な建築物は工場棟、汚泥乾燥棟、煙突及び管理棟であ
り、付帯施設として自動計量機、自動洗車場等がある。現況図（既存施設全体配置図）を図

1-1に示す。解体範囲へは前面道路からスロープを使用して進入する。

表 1-1 旧 1第清掃センター施設概要

No 項目 内容

1 解体対象

施設概要

名称 南越清掃組合旧第 1清掃センター
所在地 福井県越前市北府一丁目 3番 20号
建物構造 鉄筋コンクリート造、鉄骨造(工場棟) 
煙突 鉄筋コンクリート造、丸型、GL+50m 
処理方式 全連続式ストーカ炉

処理規模 150t／日（75t／24h×2炉）
竣工 昭和 59年 10月
敷地面積 19,772.88m2

建築面積 1454.922m2（工場棟）

建築床面積

工場棟   地階 545.705m2

2,695.174m2

 1階 1,168.076m2

 2階 656.249m2

 3階 306.694m2

  屋上 18.450m2

汚泥乾燥棟 地階 60.270m2
416.498m2

 1階 356.228m2

管理棟   1階 241.5 m2

521.09m2
 2

階
220.5m2

自動車計量器 42.5m2

渡り廊下 16.59m2

自動洗車場 27.3m2 27.3m2

車庫 196.779m2 196.779m2

2 解体対象物

工場棟（焼却処理施設）、煙突、汚泥乾燥棟（汚泥乾燥施設）、管理

棟、倉庫等

付帯施設（計量棟（自動計量器）、自動洗車場（自動洗車設備）、車

庫、ランプウェイ、手動洗車場、重油タンク等）
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図 1-1 現況図（既存施設全体配置図）
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公害防止対策

騒音・振動

本工事の施工時に発生する騒音、振動について、施工にあたっては周辺環境保持に十分

配慮すること。また、本工事で使用する重機類等は、できるかぎり低騒音・排出ガス対策

型にすること。

粉じん対策

本工事に伴う粉じん飛散による周辺環境への影響を防止するため、作業場所を散水、粉

じん飛散防止処理剤等により常に湿潤状態を保つこと。また、必要に応じて作業区域を隙

間なくシート等で養生し、周辺に飛散または散乱等の防止を図ること。

水質対策

除染工事等で発生した排水は、循環利用または産廃処理を行い、場外排水しないこと。

湧水等については、濁水処理を行い既存の排水路へ放流すること。

アスベスト対策

本工事にあたっては、事前調査等の結果に基づき、建築材料内にアスベストが含まれて

いるか否かを確認し、含まれている場合は、石綿障害予防規則（以下、「石綿則」とい

う。）等の関連法令を遵守し、作業の安全確保及びアスベストの飛散防止として湿潤化及

び隔離養生等の対策を行うこと。また、石綿対策等を盛り込んだ作業計画を策定し、関係

官公庁に届出等をするとともに、この計画に従って施工すること。

ダイオキシン類対策

本工事の施工にあたっては、ダイオキシン類ばく露防止対策要綱（以下「DXNs要綱」
という。）等の関連法令を遵守し、事前調査に基づきダイオキシン類へのばく露防止対策

のため管理区域ごとに密閉養生を施し、負圧化する排気装置等により作業環境を保全する

とともに、ばいじん等の飛散防止のための湿潤化、除去するための高圧洗浄等の水を使用

する場合は、周囲への流出を防止するための措置を講ずること。また、工事計画等を策定

し、関係官公庁に届出等をするとともに、関連法令等に基づいた方法で施工すること。

設計・施工方針

適用範囲

本仕様書は、本工事の基本的内容について定めるものであり、関係法令を遵守し、これを

上回って設計、施工することを妨げるものではない。

本工事は、性能発注方式であるため受注者は、本仕様書及び図面等に明記されていない事

項であっても、本工事の目的達成のために必要な工事及びその費用、並びに工事の性質上当

然必要とされる全ての工事及びその費用について、受注者が全て負担しなければならない。

この場合、変更・追加に伴う請負金額の増減は行わない。
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疑義

受注者は本仕様書又は工事施工中に不備や疑義が生じた場合には発注者に照会し、発注者

の指示に従い、その内容を十分に了解したうえで施工する。

変更

(1)  本工事は、本仕様書及び施工承諾図等に基づいて行うものとする。ただし、本仕様書
の条件に対して変更を必要とする場合は、発注者と協議の上承諾を得て変更できるもの

とする。なお、基本的事項となるもの、技術上必要と認められるものについては、受注

者の責任において処置するものとする。いずれの場合も受注者の責任において費用を負

担し、実施しなければならない。

(2)  その他、本工事の施工にあたっての変更に関しては、発注者の定める契約条項による
ものとする。

 保証事項・期間

保証事項

性能保証事項（解体工事）

DXNs要綱並びに関係法令、規則、諸通達を遵守し、安全かつ適正な解体工事を受
注者の責任において実施すること。

「1.2.3 公害防止対策」を遵守すること。
関係法令を遵守すること。

搬出する廃棄物及び有価物は、廃棄物処理法、建設リサイクル法等各種法令を遵守

し処分すること。

その他本仕様書に明記されている事項を遵守すること。

性能保証事項（ストックヤード整備工事）

壁、柱、梁等構造耐力上主要な部分

屋根、外壁の仕上げ及び下地等の雨水等の浸入を防止する部分（防水工事）

契約不適合責任

設計、施工及び材質ならびに構造上の欠陥によるすべての破損及び故障等は受注者の負担

にて速やかに補修、改造、改善又は取替を行わなければならない。本施設は性能発注（設計

施工契約）という発注方法を採用しているため、受注者は施工の契約不適合に加えて設計の

契約不適合についても担保する責任を負う。

契約不適合の改善等に関しては、契約不適合責任期間を定め、この期間内に性能、機能、

耐用等に関して疑義が発生した場合、発注者は事業者に対し契約不適合改善を要求できる。

契約不適合の有無については、適時契約不適合検査を行いその結果を基に判定するものと

する。

設計の契約不適合責任

設計の契約不適合責任期間は原則として、引渡後 10年間とする。
施工の契約不適合責任
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解体工事の施工に関する契約不適合責任期間は、正式引渡し後 1年間、ストックヤード整
備工事に関する契約不適合責任期間は、正式引渡し後 2年間とする。正式引渡しが工期（竣
工予定日）前の場合は工期末日から 1年間または 2年間とする。
ただし、防水工事については 10年間とし、「建築工事共通仕様書（最新版）」を基本と
し、契約不適合責任期間を明記した保証書を提出すること。

提出図書

実施設計図書

受注者は、契約後速やかに以下の書類を提出し、発注者の承諾を受けなければならない。

なお、本工事の施工にあたり、解体作業計画書をあらかじめ発注者へ提出し、承諾を受けて

から所轄労働基準監督署に計画の届出を行うこと。

ストックヤード整備工事関係

建築意匠設計図

建築構造設計図

建築機械設備設計図

建築電気設備設計図

構造設計図

外構設計図

構造計画図

各種工事仕様書（仮設工事、安全計画を含む）

各種工事計算書

建築内部、外部仕上表及び面積表

その他指示する図書（建築図等）

解体工事施工計画書

工事概要

組織・体制表

安全衛生管理計画及び体制

仮設・準備工事施工計画書（施設養生計画、足場計画を含む）

除染工事計画書

解体工事計画書

汚染物及び有価物の処理・処分及び搬出計画書

専門業者、下請業者及び法的資格リスト

使用機材リスト

ダイオキシン類等調査結果報告書（追加調査等）

工事工程表

その他必要なもの

施工承諾申請図書

(1) ダイオキシン類等調査計画書、同結果報告書（事前、工事中、事後）
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(2) 施工要領書（各機器、建屋ごとの除染及び解体、廃棄物搬出要領）
(3) 検査要領書
(4) 計算書、検討書（必要に応じて）
(5) 打合せ議事録
(6) 施工図
(7) 下請負届
(8) 工事進捗状況報告書（工事日報、工事月報、工事記録写真等）
(9) 週間工程表
(10)月間工程表
(11)関係官庁等届出書

1) 解体作業計画届

2) 足場設置届（労働安全衛生規則第 88条 1項に基づき届出が必要な場合）
3) 建築確認申請書類

4) 消防法に基づく届出書類

5) その他法令に基づく届出

(12)その他必要な図書

竣工図書

(1) 竣工図
1) 竣工図（製本）A3版     3部
2) 原図 A3版       1部
3) 設計電子データ 一式

(2) 工事記録簿等
1) 特別教育記録簿 一式

2) 調査測定報告書      2部（正・副）
3) 工事日報、月報 一式

4) 週間、月間工程表 一式

5) 出来高進捗状況表 一式

6) 安全衛生設備管理記録簿 一式

7) 機器管理記録 一式

8) 汚染物除去記録報告書 一式

9) 工事写真帳（カラー）（着工前、工事中、完成） 一式

(3) 廃棄物運搬処分報告書 一式

1) 建設廃棄物処理実績報告書

2) 計量票、マニフェスト伝票（写し）

3) 上記の集計表

4) スクラップ取得費証明書、契約書の写し

5) フロン回収引取り証明書

6) 中間処理、最終処分運搬経路の地図と施設搬入、処分状況写真
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7) 収集運搬、処理処分のブロックフロー

8) 業者委託契約書（写し）

(4) 再資源化完了報告書 一式

(5) 工事内訳書・精算書 一式

(6) 出来形数量調書 一式

(7) 出荷証明書・納品伝票及び数量リスト 一式

(8) その他発注者が指示するもの 一式

施工立会検査

本工事の検査は以下により行う。

施工立会検査

受注者は、解体工事の進捗状況に応じて、工程の区切りごとに立会検査を受けなければな

らない。また、施工後に確認が不可能となる施工箇所については、その時点で立会検査を受

けなければならない。分析対象試料の採取の場合にも発注者の立会いを要するものとする。

なお、施工立会検査時に必要な資材、機材等は受注者の負担とする。

使用機材等の確認

発注者が使用機材等の確認が必要と認める場合、受注者は、確認のために必要な資料の提

出及び処置につき検査員の指示に従わなければならない。

完成（竣工）検査

本工事がすべて完了後、受注者立会いの上、完成（竣工）検査を行うものとする。

完成（竣工）検査後、手直し、補修等の指示があるときは、受注者は、関係者協議の上、

検査員の指定する期日迄に遅滞なく是正し、完成（竣工）させなければならない。

正式引渡し

工事竣工後、正式に引渡しする。

工事竣工とは、1.2に記載された範囲の工事をすべて完了し、また竣工図書も完納し、1.6.3
による完成（竣工）検査により所定の品質が確認された時点とする。

その他

関係法令等の遵守

本工事の施工にあたっては、以下の関係法、要綱等を遵守すること。[ ]内は略称。
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労働安全衛生法、同施行令及び同施工規則（昭和 47年 6月 8日法律第 57号、昭和
47年政令第 318号及び昭和 47年労働省令第 32号）
建築基準法（昭和 25年法律第 201号）
廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和 45年 12月 25日法律第 137号）[廃棄物
処理法] 
消防法（昭和 23年法律第 186号）
大気汚染防止法（昭和 43年法律第 97号）
水質汚濁防止法（昭和 45年法律第 138号）
土壌汚染対策法（平成 14年法律第 53号）
騒音規制法（昭和 43年法律第 98号）
振動規制法（昭和 51年法律第 64号）
悪臭防止法（昭和 46年法律第 91号）
ダイオキシン類対策特別措置法（平成 11年 7月 16日法律第 105号）
廃棄物焼却施設関連作業におけるダイオキシン類ばく露防止対策要綱（平成 26年 1
月 10日 基発 0110第 1号）[DXNs要綱] 
石綿障害予防規則（平成 17年 2月 24日厚生労働省令第 21号）[石綿則] 
ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法（平成 13年法律
第 65号）
フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律（平成 13年 6月 22日法律
第 64号）
資源の有効な利用の促進に関する法律（平成 3年法律第 48号）
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（平成 12年法律第 104号）[建設リ
サイクル法] 
福井県公害防止条例（平成 8年 3月 21日福井県条例第 4号）
越前市環境保全基本条例（平成 17年 10月 1日条例第 125号）
廃棄物焼却施設解体作業マニュアル（社団法人 日本保安用品協会発行 2020年 6
月 30日発行（第 5版））
建築物の解体等工事における石綿粉じんへのばく露防止マニュアル（平成 26年 6
月）

非飛散性アスベスト廃棄物の取り扱いに関する技術指針（環廃産発第 050330010号 
平成 17年 3月 30日）
建築物の解体等に係る石綿飛散防止対策マニュアル 2014.6（環境省水・大気環境局
大気環境課）

石綿含有廃棄物等処理マニュアル（第 2版）（平成 23年 3月 環境省大臣官房廃棄
物・リサイクル対策部）

低濃度 PCB廃棄物収集・運搬ガイドライン（平成 25年 6月 環境省大臣官房廃棄
物・リサイクル対策部）

循環型社会形成推進交付金交付要綱、循環型社会形成推進交付金交付取扱要領
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その他関係する法令規制基準等

関係官公署の指導等

設計・施工にあたっては、関係官公署の指導等に従うこと。指導等を受けた場合、その内

容及び対応等を記録して発注者へ提出すること。

本工事中に、所轄労働基準監督署が立入り調査等を行うことがあるので適切に対応するこ

と。これに要する経費については、受注者負担とする。

許認可申請

本工事において、関係官公庁への認可申請、報告、届出等の必要がある場合、受注者は、

速やかに届出書類等（図面作成を含む）を作成し、あらかじめ発注者の承諾を受けてからそ

の手続を遅滞なく行い、完了後、発注者に報告すること。また、工事範囲において発注者が

官公庁等への認可申請、報告、届出等を必要とする場合、受注者はその書類作成に協力する

こと。これに要する経費については、受注者の負担とする。

本工事で必要と思われる届出等は以下のとおりである。

解体作業計画届（労働安全衛生法第 88条及び安衛則第 90条 5の 3項）
足場設置計画届（労働安全衛生法第 88条及び安衛則第 86条）
石綿除去作業計画届（安衛則第 90条 5の 2項、石綿則第 5条）
特定粉じん排出等作業届（大気汚染防止法第 18条の 6）
再生資源利用促進計画書（実施書）（建設リサイクル法第 10条）
建築確認申請書（建築基準法第 6条）
その他必要な届出等

循環型社会形成推進交付金の申請等への協力

循環型社会形成推進交付金の申請等にかかる手続は発注者が実施するが、受注者は年度毎

に発注者が行う申請手続等に協力するものとし、関連資料等の作成を行うこと。

施工

本工事の施工にあたり、以下の事項を遵守すること。

安全管理

工事の施工にあたって、安全管理に必要な組織体制を確立し、工事中の危険防止対

策を十分行い、作業従事者への安全教育を徹底し、労務災害の発生がないように努

めるとともに、関係者以外の立入禁止区域とし、必要に応じて監視員を置くなどの

措置を講ずること。また、本工事の施工にあたり工事車両の搬入出口には、交通整

理員を必要に応じて配置し、その他必要な場所にも配置すること。

従事する労働者の健康障害の防止を図るため、労働者安全衛生規則に規定するダイ

オキシン類業務に係る作業指揮者を選任しなければならない。作業指揮者は、ダイ

オキシン類作業従事者特別教育を受講した者、または化学物質について知識を有す

る者であることを示す資料を提出し、承諾を得た者とする。また、石綿則により石
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綿作業主任者技能講習を修了した資格者を石綿作業主任者として選任しなければな

らない。

受注者は、ダイオキシン類のばく露防止対策措置を講ずるため労働安全衛生規則等

に基づき作業従事者に対して特別教育を行うこと。また、アスベストについても同

様に石綿則等に基づき特別教育を行うこと。特別教育の内容及び受講者等を発注者

に報告すること。

各工程の施工に際し、資格者が必要とされる場合は、適切な有資格者を配置して労

務災害等が発生しないよう安全を確保すること。

環境保全

受注者は、本工事の施工にあたり、用地の地形及び地質を十分考慮し、環境の保全

に十分配慮すること。

工事期間中に発生する建設廃棄物は、適切に処理、処分又はリサイクルすること。

工事の実施に伴う周辺への騒音、振動及び地盤沈下等の公害防止のため、低騒音、

低振動及び地盤沈下を防止する工法を採用すること。また、工事機械についても低

騒音及び低振動の機材を積極的に採用すること。

工事中に周辺環境に悪影響を及ぼさないように工法や防止策等につき、十分な注意

を払い施工すること。

工事用車両の車輪や車体に付着した土砂を十分落とした後退出すること。万一、道

路等に土砂等の飛散が発生した場合は、受注者の責任において復旧すること。

工事期間中は、必要に応じて、構内入口付近にて高圧洗浄機を設置すること。

工事期間中に発生する湧水や濁水は適正に処理し、排水すること。

現場管理

受注者は、関係法令等を遵守し、適正に現場を管理すること。また、現場内への関

係者以外の立入を禁じ、整理整頓を励行し、火災、盗難などの事故防止に努めるこ

と。万一、事故が発生した場合は、関係機関への連絡等適切な措置を講ずるととも

に、事故の内容等の報告書を発注者に提出すること。なお、資材置場、資材搬入

路、仮設事務所などの設置及び配置については発注者と十分協議した上で施工する

こと。

工事期間中において、金属類・電気製品の拠点回収が、第１日曜日に旧第１清掃セ

ンター敷地内で開催（１月～２月の冬季は休止）されており、構内道路を一般搬入

車両（住民）が通行する。このため工事期間中は、仮囲いを可動式にするなど、一

般搬入車両が構内道路を通行できるように配慮すること。なお、受注者は発注者と

協議した上で仮設及び動線計画を作成するものとする。

復旧

周辺施設等の損傷、汚染防止に努め、万一損傷、汚染が生じた場合は、発注者へ報告す

るとともに、受注者の負担で速やかに復旧すること。
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周辺住民への対応

受注者は、工事にあたって周辺環境の保全に十分に配慮するとともに、周辺住民から工

事への苦情等が寄せられた場合には、トラブルが生じないように誠意をもって対応するこ

と。

住民説明会への支援

受注者は、発注者が住民説明会を開催（2回×5箇所）するので、資料作成、説明会へ
の出席及び施工内容等の説明を行うこと。なお、説明会において地域住民から要望等があ

った場合は、的確に対応すること。

工事に関する情報発信

    受注者は、工事の進捗状況、環境モニタリング結果など周辺住民の安全・安心に資する

情報を発注者と事前に協議のうえ、積極的に発信すること。 

損害の賠償等

工事にあたっては、近隣の建物や農作物等に損害を与えないよう充分注意し、万が一損

害を与えた場合は、受注者において損害賠償を含めて適切に対応する。

仮設工事

工事用電力・電話・用水等

本工事に必要な工事用電源や電話、用水、排水等は、すべて受注者の負担で整備し、使

用料金もすべて受注者の負担とする。

仮設工事等

本工事に必要な現場事務所、作業従事者用駐車場や資材置場等は、受注者の負担で施工

する。なお、それらを設置する用地については、発注者が指定する敷地内（解体範囲内）

で確保できない場合は、受注者の負担で確保する。また、安全標識等の看板や、誘導員等

により適切かつ安全に誘導する。
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工事仕様
工事範囲

工事範囲

工事範囲は、次のとおりとする。

直接仮設工事 一式

除染工事 一式

機器解体工事 一式

煙突解体工事 一式

建屋解体工事 一式

環境確認調査 一式

発生材処分 一式

整地工事 一式

ストックヤード整備工事 一式

付帯工事 一式

解体対象設備内容

本工事における解体対象施設は、旧第 1清掃センターに設置してある地下工作物を除く全
プラント設備、全建築設備、建屋等である。なお、旧第 1清掃センター敷地の地下に存在す
るカーバイドかす（主成分：水酸化カルシウム（消石灰））主体埋設廃棄物の保有水には有

害物質が含まれることから、解体工事にあたってはカーバイドかす主体埋設廃棄物に影響を

与えないよう十分に留意すること。

主な解体対象施設は、表 2-1に示すとおりであり、GLより下部の基礎、地中梁、杭等の
地下工作物は残置するが、配管等埋設物は原則として全て撤去する。整地工事等について

は、図 2-1を参考とする。
本工事は一般的な解体工事のみではなく、DXNs要綱等に準拠した除染工事とそれに伴う
作業環境測定等も本工事で実施すること。

表 2-1 解体対象施設

No. 施設名称 建築構造 延床面積

1 

主要
施設

工場棟
鉄筋コンクリート造一部鉄骨造
地上 3階 地下 1階 2,695.174m2

2 煙突
鉄筋コンクリート造、丸型、
GL+50m 

3 汚泥乾燥棟
鉄骨造一部鉄筋コンクリート造
地下 1階、地上 1階 416.498m2

4 管理棟 鉄筋コンクリート造 地上 2階 521.09m2

5 計量棟（自動計量
器）

鉄骨造 (管理棟に含む)

6 付帯
施設

自動洗車場 鉄筋コンクリート造 27.3m2

7 車庫 鉄骨造 196.779m2
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図 2-1 解体工事範囲図
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直接仮設工事

一般仮設工事

解体撤去工事に必要となる仮設足場等を設置すること。

仮囲の設置

受注者は、解体撤去工事に伴う粉じん等の飛散を防止するため、工事施工区域の適正な

範囲に進入防止及び飛散防止等の目的で仮囲い等を設置すること。また、防音対策を兼ね

ること。

足場の設置

受注者は、解体作業における作業者の安全確保のため、建物外等に足場を設置する場合

は、労働安全衛生規則等の関係法令・基準に準じて計画・設置するものとする。また、官

公庁等への届出が必要な場合は、発注者の承諾を得て届出を行うこと。

ダイオキシン類除染用仮設工事

除染工事に必要となる仮設足場、負圧集塵装置、クリーンルーム、仮設排水処理装置、解

体作業室及び仮置ヤード等を設置すること。

密閉養生・流出防止対策

DXNs要綱第 3の 3（7）アを踏まえ、解体作業場所を他の作業場所から隔離するた
め、次のとおり密閉養生を行う。

養生シートは、防炎シートとし、十分な目張りを行い、内部の粉じん等が外部に流

出しないようにすること。

管理区域内で作業している作業員が、その管理区域に応じた保護具を着用している

ことを十分に考慮して、足場等を設置すること。

ダイオキシン類に汚染された空気及び粉じん等による周辺環境への影響を防止する

ため、作業場所の密閉化を施すとともに、負圧状態を保つこと。また、作業指揮者

は差圧計等で負圧であることを管理するとともに、目張り等の養生状況を定期的に

巡回点検し、適宜管理記録簿に記録すること。異常を発見した場合は、速やかに発

注者に報告し、原因究明のための調査を行い、必要な対策を講ずるとともに、その

内容を発注者に報告すること。

負圧集塵装置

DXNs要綱第 3の 3（11）アを踏まえ、管理区域の空気を適切に処理して大気中に排出
するため、次のとおり負圧集塵装置を設置する。

管理区域内の汚染空気は、ダイオキシン類対応型集塵装置を用いて浄化し、排出基

準に従い大気中に排出すること。
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ダイオキシン類対策型負圧集塵機は、管理区域内の換気回数を 4回/h以上とし、設
備能力に十分余裕を持たせた適切な換気能力を確保すること。除染工事中は、負圧

状態を保つものとし、必要に応じて局所集じんを行うこと。

クリーンルーム（セキュリティルーム）の設置

DXNs要綱第 3の 1（6）アを踏まえ、労働安全衛生環境を確保するため、次のとおり
クリーンルームを設置する。

作業従事者の安全及び外部へのばく露を抑制するため作業期間中に設置するクリーンル

ーム（休憩室を含む）は、管理区域外の汚染の恐れがなく、管理区域内からエアーシャワ

ールームを挟んで直接出入りできる場所に設置すること。また、必要面積を確保し、その

内部には、うがい、洗面等ができる洗浄設備等のほか必要な設備を設置すること。

クリーンルームの構成は次の設備を参考に計画する。

前室（足拭きマット等）

エアーシャワー

保護具管理室（保護具専用ロッカー、洗濯機等）

保護具着脱場所（使用済保護具容器）

洗面設備

トイレ

更衣室（エアコン、ロッカー、温水シャワー等）

休憩室等（エアコン、テーブル、椅子）

喫煙場所

（出典：焼却炉解体実務ハンドブック 環境新聞社）

図 2-2 クリーンルームのレイアウト例
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仮設排水処理装置

DXNs要綱第 3の 3（11）イを踏まえ、解体作業及び残留灰を除去する作業により生じ
るダイオキシン類により汚染された排水を処理するため、次のとおり仮設排水処理装置を

設置する。

作業場所の湿潤化あるいは除染作業等により生じた汚染水のダイオキシン類等を適

切に処理し、処理後再び洗浄水等に循環利用できる性能を有すること。

処理水の放流は認めない。

汚染水及び処理水が外部に漏れ、土壌汚染等の二次汚染を引き起こさないよう、十

分に配慮すること。また、雨水流入による越流が生じないように配慮すること。

処理水のモニタリングを適時行うこと。

仮設排水処理設備で最終的に残る残留水及び汚泥は、適正に処分すること。

解体作業室及び仮置ヤード設置撤去

DXNs要綱第 3の 3（11）を踏まえ、解体作業及び残留灰を除去する作業によって生じ
る排気、排水の飛散、流出を防止するため、建屋外で除染作業を行う必要がある場合には

解体作業室を、施設内の汚染物を仮置きする必要がある場合は仮置ヤードを設置する。な

お、土壌汚染対策（土間コンクリート打設、防水シート等）、粉じん飛散防止対策（仮

囲、屋根設置等）を施すものとする。

金属類等及び建設リサイクル法に則る項目等の有価物について、有価物等として搬

出するための有価物仮置ヤードを必要に応じて設置すること。

汚染物及び有価物等以外の廃棄物を仮置きする必要がある場合は、廃棄物仮置ヤー

ドを設けること。

有価物及び汚染物以外の廃棄物が、再汚染されることがないように配慮すること。

工事完了後は現状復旧し、発生材も適正に処分すること。

管理区域及び保護具の設定

測定結果及び想定値を基に管理区域を設定すること。

管理区域の設定は、表 2-2に示す事前調査のダイオキシン類濃度測定結果等からば
いじんに接する電気集じん器（1号炉）や飛灰処理設備は「第３管理区域」、その他
は「第 2管理区域」とする。
解体作業における保護具の選定については、事前調査結果から保護具選定に係る管

理区域を表 2-2とすることを基本とする。
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表 2-2 ダイオキシン類濃度測定結果

採取場所 調査対象
測定値

(ng-TEQ/g) 管理区域 保護具レベル

1
号

炉

焼却炉本体（炉

壁）

付着物

0.00000033
第 2管理区域 レベル 2 

堆積物 第 2管理区域 レベル 2 

ガス冷却室壁面等 付着物 0.084 第 2管理区域 レベル 2 

空気予熱器壁面等 付着物 0.60 第 2管理区域 レベル 2 

電気集じん器

付着物

5.5 第 3管理区域 レベル 3 
堆積物

2
号

炉

焼却炉本体（炉

壁）

付着物

0.0066
第 2管理区域 レベル 2 

付着物 第 2管理区域 レベル 2 

ガス冷却室壁面等 付着物 0.085 第 2管理区域 レベル 2 

空気予熱器壁面等 付着物 0.052 第 2管理区域 レベル 2 

電気集じん器

付着物

1.3 第 2管理区域 レベル 2 
堆積物

共

通

煙道内 付着物 0.21 第 2管理区域 レベル 2 

排水処理設備内 付着物 1.3 第 2管理区域 レベル 2 

飛灰処理設備 付着物 7.5 第 3管理区域 レベル 3 
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除染工事

排ガスや汚泥焼却残渣に接する焼却炉、灰出し設備等について DXNs要綱に準拠し、ダ
イオキシン類を含有する付着物や堆積物等を除去するため、除染工事を施工すること。

一般事項

排ガス、燃え殻（焼却灰）、ばいじん（飛灰）、汚泥等で汚染された区域の除染工事一式と

する。除染工事を施工する範囲については、下記 1)～4)に示すとおりである。なお、除染工
事後の解体工事作業をレベル 1保護服等（第 1管理区域）で施工が可能になるよう十分に汚
染物を除去すること。

機械設備（配管設備含む）内表面及び外表面

機械設備設置室の内表面

躯体、水槽の内表面

上記 1)～3)の二次除染作業

除染作業の選択

除染方法は、受注者の保有する技術によって独自の施工方法となるが、汚染物（付着物

等）や除去対象物の状況に応じて、その除去方法を決定すること。除去作業は、対象物の構

造及び材質等により制限があるので適切に組み合わせて作業を行う。なお、除染作業は複数

の作業者により行うこと。

除染前切断

原則溶断による解体は認めない。ただし、ばく露防止対策要綱により認められた第 1
管理区分での溶断についてはこの限りではないが、ダイオキシン類の再合成に対す

る十分な対策を施すこと。また、第 2、第 3管理区分において、溶断によるもので
なければ解体が著しく困難な場合は、発注者と協議すること。

直接洗浄が困難な機器等については、ダイオキシン類が気化せず、粉じんが飛散し

ないように配慮した工法を採用するときに限り、事前に切断を行って差し支えな

い。ただし、この方法による場合は、発注者と事前に協議し、承諾を得ること。ま

た、事前に所管の労働基準監督署の承諾を得ること。

部分的に切断を行い、解体ヤード等で再除染を行う際、一度外に持ち出す場合に

は、汚染物が飛散しないよう対策を講ずること。

その他

仮設足場を転用する際は除染作業時に、汚損しないよう適切に養生すること。

3.0ng-TEQ/gを超える高濃度汚染物を常時直接取扱う作業、例えば高濃度汚染物の
無害化処理作業等にあたっては、作業を行う場所を保護具選定に係る第 3管理区域
とし、かつ廃棄物焼却施設関連作業における DXNs要綱別紙 5によりレベル 4の保
護具を使用すること。
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労働安全衛生規則に定めるところにより、作業場内の適切な箇所に作業場における

ダイオキシン類を含む物の発生源や作業場所を湿潤状態にするための設備を設ける

こと。また、作業場内で発生した汚水が周辺土壌や地下に浸透しないよう必要な措

置を講ずること。

ダイオキシン類に汚染されている恐れのある配管部分については、内部の付着物を

除去すること。

ポンプ、ブロワー等構造が複雑な機器類は、機械油等が汚水に流出するのを防止す

るため、回収した上で付着物を除去すること。

排水計画は、排水処理装置の処理能力、排水釜場容量、排水ポンプ能力等を十分確

認した上で設定すること。

焼却炉に堆積する焼却灰及び煙道等に堆積する飛灰（ばいじん）は、除染作業前に

飛散対策を講じた上で、バキューム車及び人力で運び出し、場外で適正に処分する

こと。また、特別管理産業廃棄物に該当する飛灰等を一時保管する場合は、特別管

理産業廃棄物管理責任者を配置し、管理区域内に一時保管場所を設け適切に管理す

ること。なお、焼却灰は、ダイオキシン類濃度が低くとも重金属類が基準値を超え

る場合に飛灰（ばいじん）と同様に特別管理廃棄物となり、法に基づく適正な処

理・処分をおこなうこと。

ダイオキシン類汚染物及びその他の汚染物を作業場の管理区域から管理区域外へ持

ち出す際は、二次汚染防止処置を施すこと。

除染作業期間中は、天井（屋根）及び囲い込み足場を適切に養生すること。

解体工事共通事項

受注者は、本施設の解体工事について、DXNs要綱、廃棄物焼却施設関連作業におけるば
く露防止対策要綱の解説及び廃棄物焼却施設解体作業マニュアル等を遵守し、焼却炉解体実

務ハンドブック等を参考にし、解体工法等を定めた解体工事施工計画書を作成すること。

また、解体作業計画の策定にあたっては、受注者の責任施工として、労働基準監督署と十

分に事前協議し、指導を得て遺漏なきように作成すること。本仕様書に記載する事前調査結

果以外で、労働基準監督署の指導等により事前調査が必要と判断された場合は、受注者の負

担で、追加調査を行うこと。

本工事開始日の 14日前までに解体作業計画届を、届出様式に必要事項を記載し、発注者
が承諾した後に、所轄労働基準監督署に提出すること。

一般事項

解体工事の方法及び実施は受注者の保有する技術による施工計画書に従って実施す

ること。

汚染区域（除染後）の解体工法は、空気中のダイオキシン類濃度測定結果、汚染物

のサンプリング調査結果等を踏まえ、保護具選定に係る第 1管理区域の状態である
ことを確認し、DXNs対策要綱の別紙 6により、解体方法を決めること。
処理棟の解体工事は、十分な除染後、発注者の除染完了確認を得た後に行うこと。
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アスベスト含有の状況はアスベスト調査結果（2.8.1事前調査結果の(4)アスベスト）
に示すとおりであるが、工事中において受注者が新たにアスベストを確認した場合

には、関係法令等を遵守して適切な処理を自己の負担において行うこと。

現場施工にあたり、施工計画どおり実施することが著しく困難な場合は、発注者と

協議を行うこと。また、変更が生じた際は、速やかに所管の労働基準監督署に届け

出ること。

解体作業状況を現場事務所で確認できるものとすること。

二次汚染等の防止

解体工事による二次汚染及び周辺環境への影響がないよう十分配慮した計画とし、

実施すること。

作業者の安全衛生を確保した施工方法とし、安全衛生確保のための適切な設備を設

置すること。

工事範囲外への粉じんの飛散、汚水の漏洩、騒音・振動等が生じないよう、散水、

防音シート養生等を行い、周辺環境に配慮すること。

重機等の機材の搬入出による粉じん飛散を防止するため、除染作業中に重機等の搬

入出を行わないこと。ただし、重機のセキュリティーゾーンを設置する等、万全の

飛散防止対策がとられているのであれば、この限りではない。

解体工事中に新たな汚染箇所が発見された場合は、速やかに当該箇所を隔離し、発

注者に報告の上、再度除染作業を行う等の適切な処置を講ずること。

カーバイドかす主体埋設廃棄物層が想定外の場所に存在する可能性は否定できない

ため、表層を掘削する場合も慎重に施工すること。また、表層掘削によりカーバイ

ドかす主体埋設廃棄物層が露出した場合は、雨水の浸透を抑制させるため必要に応

じ当該箇所に簡易的なキャッピング工を行うこと。さらに、露出部の廃棄物層に接

触した濁水は周辺への漏洩・流出防止措置を講じること。

機器解体工事

一般事項

プラント設備、埋設配管及び配線等をすべて解体・撤去し、適正に処理・処分すること。

一般事項

非汚染区域と汚染区域（除染後）の機械設備、配管設備、電気設備、その他機械設備、

機械架構及び点検歩廊の解体撤去工事一式とする。

解体範囲の地中に埋設したケーブル、配管類等はすべて撤去すること。

電気及び機械設備については分別を徹底し、再資源化等の実施が容易になるよう努

めること。

汚染設備の解体中は、負圧集塵装置を稼働させて作業を行うこと。

除染後、付着物の除去が完全に行われたことを確認すること。

解体中の飛散防止対策として、散水等により湿潤状態を保つこと。
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解体作業の実施

解体作業場所の管理区分に基づき作成した施工計画書の方法により作業を行うこと。作

業場所の粉塵飛散防止、防音等のための仮設・養生を行い、粉塵防止対策等に十分留意す

ること。

機器解体工事

焼却設備解体

高温部のプラント設備解体は、原則として、除染工事後に耐火レンガ、不定形耐火

物（キャスタブル）、ライニング材を先に解体撤去し、次いで、躯体及び構造材を解

体すること。焼却炉本体（煙道及びガス冷却室を含む）等の解体に際しては、特に

最善な注意を払い、炉内レンガ等の分別を行うこと。

焼却炉内部及び煙道の堆積物、耐火物除去作業を行うこと。

解体作業中に粉じんが発生する恐れがあるため、散水等により湿潤状態を保つとと

もに、耐火物はハツリ残しのないよう十分配慮し作業を行うこと。

ハツリを落とした耐火物は、飛散防止のために密閉容器等で保管すること。

焼却炉本体等を圧砕又は溶断等にて解体し、必要により二次洗浄を行い、重機等で

搬出すること。

建屋内焼却設備の解体撤去後、必要に応じて建屋内の二次洗浄を行い、作業指揮者

が必ず除去の確認を行うこと。

灰処理設備等は、特に洗浄の困難な小型のコンベヤや配管等の内部を確認しながら

解体し、必要に応じて二次洗浄を行い、重機等で搬出する。

鋼製のケーシング類と非鉄金属類を含む電動機や電線を分別して解体する。

電気・機械設備解体

焼却設備以外の工場棟、管理棟、汚泥乾燥棟等のすべての設備に属する機械設備、

配管設備、電気設備、その他機械設備、機械架構及び点検歩廊等の解体撤去工事一

式とする。

解体作業に先立ち、機器、配管、ダクト、電気制御盤及び配線等の事前調査を行

い、安全管理に留意し、工事の施工に伴う事故等の防止に努めること。

大型の製缶品等は搬出可能な大きさに切断し、ポンプ等の小型機器は原形のまま搬

出する。

機械設備及び電気設備については、それぞれ種類別に分別を徹底し、再資源化等を

含め、適正に処理を行うこと。

解体作業は、落下の恐れがあるものから順次行うこと。

機器解体作業で汚水、汚物等による異臭の発生を防止するため必要に応じて洗浄を

行うこと。

その他設備の解体

エアコン室外機等の建屋外の付属設備を撤去すること。
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非汚染区域における解体作業については、発注者の承諾を得て、先行的に解体を行

っても差し支えないものとする。

特定物質（フロン等）等を使用している特殊な機器等は、関係法令等に従い専門業

者にて適正に回収・処分をすること。また、発注者に引取証明証等の写しを提出す

ること。

建屋内機械設備解体撤去の確認

建屋内機械設備の解体撤去後、必要に応じて建屋内の二次洗浄を行い、作業指揮者が必

ず除去の確認を行うこと。

煙突解体工事

煙突の基礎等の地下工作物は残置すること。

煙突の解体撤去は、安全性及び周辺環境に配慮した工法とする。具体的には、適切

な足場の設置や作業場所の密閉養生を行う。また、騒音、振動の発生が極力小さい

工法を採用し、粉じんが飛散しない工法や、解体作業の機械化も検討する。

本体の解体中に粉じんが発生する恐れがあるため、耐火物はハツリ残しのないよう

十分配慮し作業を行う。

ハツリ落とした耐火物は、飛散防止のために密閉容器等で保管する。

本体を圧砕又は溶断にて解体し、必要により二次洗浄を行い、重機で搬出する。

建屋解体工事

建屋解体工事

プラント設備撤去後に、解体撤去範囲図に示す範囲内の土木・建築構造物（ただし

地階部分及び基礎等の地下工作物を除く）を解体・撤去すること。建築構造物の地

階部分及び基礎等の地下工作物は残置すること。

地上部の構造物等を解体・撤去した後に、現況地盤高以深のピット部については、

基本的には現況地盤までの埋め戻し及び整地等を行うこととし、整地後、雨水の排

除ができるようにすること。地階についても埋め戻し、必要に応じて躯体に水抜き

穴を施工すること。

内装材等の解体撤去後に建築構造物の解体をすること。

解体廃棄物は、廃棄物処理法、建設リサイクル法等の関係法令に基づき分別するこ

と。

解体等に使用する建設機械は、騒音、振動の発生が少なく安全性の高いものを使用

し、周辺に対する影響をなるべく抑えること。

解体にあたっては、散水等を行い作業場所の粉じん等の発生を防止すること。

地下水等は適切な処理を行い、発注者の承諾を得て排水すること。

処理棟の建屋解体にあたっては、基礎等の地下工作物をストックヤードの基礎とし

て流用に向けて既存基礎等の損壊を防止するため、必要に応じカッター（ワイヤー

ソー工法等）を使用するなど十分に配慮すること。
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処理棟地上部解体にあたっては、基礎等の地下工作物を通じてカーバイドかす主体

埋設廃棄物層に外力が加わって地下水に有害物質が拡散する可能性があることに配

慮すること。

地上部解体工事

GLより上部の建築物を解体撤去すること。
内装材解体工事

地下階を含む建築物の内装材解体前に蛍光灯の撤去、廃油等の回収を行い、安全を確認

した後、内装材解体を開始する。内外の建具を撤去し、間仕切り壁や天井等の仕上材、床

仕上材を撤去すること。撤去した内装材は、建設リサイクル法に基づく分別を行うこと。

鉄骨部分の解体

屋根折板及び屋根防水を撤去する。解体を行うにあたり解体重機の作業スペースを確保

し、鉄骨は鉄骨カッターを装備した重機等にて解体を行うこと。なお、アスベストがあっ

た場合には、関係法令等を遵守して適切な処理を行うこととする。

鉄筋コンクリート造部分の解体

鉄筋コンクリートの解体を行うにあたり、解体重機の作業スペースを確保し安全な状態

で解体を行うこと。

工事においては、周辺環境に悪影響を与えないよう振動、騒音等に十分注意して解体作

業を行い、散水は十分に行うものとし、粉じんの発生を極力抑えるものとする。

石綿を含む建材等の解体

石綿を含む建材等の解体にあたっては、飛散性及び非飛散性アスベストの有無につ

いてあらかじめ確認し、石綿則及び労働安全衛生法等を遵守し、適切な保護具の着

用、湿潤化や作業場所の隔離等の作業計画を策定すること。

石綿作業主任者を選任し、健康障害等の防止を図るため作業従事者へ特別教育を行

うこと。

アスベスト含有建材の除去は、可能な限り破壊または破断を伴わない方法で行うも

のとし、原則として湿潤化した後、「手ばらし」とする。やむを得ず破砕しなければ

ならない場合は、湿潤剤等の噴霧、散水等による飛散防止措置を講じ、十分に湿潤

化した状態で作業を行うこと。

非飛散性のアスベスト成形板は、他の内装材及び建具の撤去に先駆けて行い、可能

な限り破壊または破断を伴わない方法で撤去する。撤去したアスベスト成形板を運

搬するまでの間、現場内に保管する場合は、一定の保管場所を定め、一般の内装材

と区別して保管するものとし、飛散防止の措置を講じる。
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基礎・地下構造物等解体工事

基礎・地下構造物等は残置する。重油タンク等を解体する場合には、周辺状況、土

質、地下水の状態に基づき、適切な工法で解体すること。

解体重機の作業スペースを確保し、安全な状態で解体をすること。

掘削に際して、必要に応じて土留めを設置し、常に周囲の状況に注意を払って安全

を確認しながら作業をおこなうこと。

基礎杭は残置する。

現況地盤高以深のピット部については、埋め戻しは締め固めを十分に行うように注

意すること。

付帯設備及び外構解体工事

撤去を行う付帯設備及び外構解体工事を表 2-3に示す。
解体工事に影響のある付帯設備及び外構は、発注者の承諾を得て先行して解体を行

っても差し支えないものとする。

敷地内に埋設されている汚水及び排水管等は、すべて撤去するものとする。

アスファルト舗装、縁石は、最後に解体・撤去するものとする。敷地境界付近の擁

壁は残置するものとする。

外構施設は解体後の発生材種類ごとに分別し、関係法令に基づき適切に処理等を行

うこと。

表 2-3 付帯設備及び外構

No. 施設名称 建築構造 延床面積 備考

1 自動計量器 鉄骨造 ―  

2 自動洗車場 鉄筋コンクリート造 27.3m2

3 重油タンク
地下式鋼板製溶接構造形、10m3

1,900mm×4,300mm ― ピット躯体は
残置

4 車庫 鉄骨造 196.779m2

5 ランプウェイ 鉄筋コンクリート造 ― 地下工作物は
存置
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環境確認調査

事前調査結果

ダイオキシン類（プラント施設内）

ダイオキシン類濃度に関する事前調査を実施している。

調査結果については、前出の表 2-2に示す測定値を参考にすること。
付着物及び堆積物等のダイオキシン類濃度が判定基準 3ng-TEQ/g を超過している場
合、解体工事前に追加調査を行うこと。

ダイオキシン類（大気）

ダイオキシン類濃度に関する周辺大気調査結果を以下に示す。

全ての地点で、環境基準を満足している。

表 2-4 大気環境中のダイオキシン類濃度調査結果

測定対象
箇所

環境基準
測定結果

(pg-TEQ/m3) 判定結果

敷地境界①

0.6pg-TEQ/m³以下

0.012 適

敷地境界② 0.0071 適

敷地境界③ 0.0077 適

敷地境界④ 0.0075 適

ダイオキシン類及び重金属類（表層土壌）

ダイオキシン類濃度に関する周辺土壌調査結果を以下に示す。現時点で第 2種特定有害
物質の溶出量及び含有量、ダイオキシン類は、全ての地点で、基準値内である。

表 2-5 土壌環境中のダイオキシン類濃度調査結果

測定対象
箇所

環境基準
測定結果

(pg-TEQ/m3) 判定結果

敷地境界①

1000pg-TEQ/g 
以下

7.2 適

敷地境界② 57 適

敷地境界③ 110 適

敷地境界④ 22 適
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表 2-6 土壌環境中の重金属類濃度調査結果

第1清掃センター　土壌重金

属　敷地境界①

第1清掃センター　土壌重金

属　敷地境界②

第1清掃センター　土壌重金

属　敷地境界③

第1清掃センター　土壌重金

属　敷地境界④

mg/L 0.01以下 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

mg/kg 150以下 1未満 1未満 1未満 1未満

mg/L 0.05以下 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満

mg/kg 250以下 25未満 25未満 25未満 25未満

mg/L 検出されないこと 不検出(0.1未満) 不検出(0.1未満) 不検出(0.1未満) 不検出(0.1未満)

mg/kg 50以下 2未満 2未満 2未満 2未満

mg/L 0.0005以下 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満

mg/kg 15以下 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満

mg/L 検出されないこと 不検出(0.0005未満) 不検出(0.0005未満) 不検出(0.0005未満) 不検出(0.0005未満)

mg/kg - - - - -

mg/L 0.01以下 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

mg/kg 150以下 5未満 5未満 5未満 5未満

mg/L 0.01以下 0.001未満 0.001未満 0.005 0.002

mg/kg 150以下 6 5 54 10

mg/L 0.01以下 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

mg/kg 150以下 5未満 5未満 5未満 5未満

mg/L 0.8以下 0.08未満 0.08未満 0.08未満 0.08未満

mg/kg 4000以下 27 38 38 733

mg/L 1以下 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満

mg/kg 4000以下 25未満 25未満 25未満 25未満

分析の対象 単位

分  析  の  結  果

セレン及びその化合物

アルキル水銀化合物

カドミウム及びその化合物

六価クロム化合物

水銀及びその化合物

シアン化合物

ほう素及びその化合物

ふっ素及びその化合物

砒素及びその化合物

鉛及びその化合物

基準値
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アスベスト

アスベスト調査結果を表 2-7 に示すとおり、建物区分別に各建材について実施してい

る。

また、同表に示す以外にアスベストの含有が確認された場合においても、本工事の範囲

内とし、適切に除去・処分を行うこと。

なお、管理棟外壁塗材からアスベストは検出されていないが施工時期が同一の車庫棟よ

り検出されていることから、除去・処分対象とすること。同様に工場棟外壁塗材も除去・

処分対象とすること。

表 2-7 アスベスト調査結果

建物区分

建材の種類

判定結果

該当場所 部位 石綿有無 種類
含有率

（%) 備考

工場棟/誘引送風機室 ロックウール 壁 無 － －

工場棟/階段室（階段

裏）
吹付タイル 壁 有 ｸﾘｿﾀｲﾙ 0.13 塗装主材に

含有

工場棟/非常用発電機室

（貫通部）
成形板 壁 有 ｱﾓｻｲﾄ 1.7 本体部分に

含有

工場棟/プラットホーム 吹付材 壁 無 － －

管理棟/機械室 ロックウール 壁 無 － －

工場棟/電気室 ジプトーン 天井 無 － －

工場棟/玄関ホール 石綿吸音板 天井 無 － －

管理棟/トイレ ジプトーン 天井 無 － －

車庫棟/車庫内部 吹付材 天井 無 － －

管理棟/機械室 配管エルボ 設備 有 ｱｸﾁﾉﾗｲﾄ 32 本体部分に

含有

工場棟/外壁 吹付タイル 外壁 無 － －

管理棟/外壁 吹付タイル 外壁 無 － －

管理棟/軒天（軒裏） 塗材 軒天 有 ｸﾘｿﾀｲﾙ 未実施
塗材部分に

含有

車庫棟/外壁 吹付材 外壁 有 ｸﾘｿﾀｲﾙ 0.19 下地調整塗

材に含有

汚泥乾燥棟/外壁 吹付タイル 外壁 無 － －

工場棟・煙突/煙突外筒 塗材 外壁 無 － －

管理棟・工場棟/ 
渡り廊下（折半屋根）

裏打材 屋根 無 － －

管理棟/自動洗車場 塗材 外壁 無 － －

工場棟/入口門扉 塗材 外壁 無 － －

車庫棟/洗車場（敷地南

西側）
塗材 外壁 無 － －

車庫棟/倉庫 東側壁面 塗材 外壁 無 － －

車庫棟/倉庫 西側壁面 塗材 外壁 有
ﾄﾚﾓﾗｲﾄ、

ｱｸﾁﾉﾗｲﾄ
2.1 

採取した塗

膜材（全 4
層）のう

ち、最下層

の 4 層目に

含有



29 

作業環境中のダイオキシン類

作業環境中のダイオキシン類濃度の調査結果及び作業環境管理区域を表 2-8 に示す。

作業環境中のダイオキシン類濃度の調査結果より、地下灰押出装置室の管理区域は第１

管理区域に該当する。

表 2-8 作業環境中のダイオキシン類濃度調査結果（工場棟）

測定対象
箇所

A 測定結果
(pg-TEQ/m3) 

B測定結果
(pg-TEQ/m3) 

管理濃度
(pg-TEQ/m3) 

管理区域
判定結果

地下灰押出装置室 NO.1 0.058 0.060 2.5 第 1管理区域

地下灰押出装置室 NO.2 0.047 0.057 2.5 第 1管理区域

PCB調査
製造年月日等から製造メーカー資料等により PCB が含まれている可能性が高い変圧器

及び進相コンデンサ等の電気機器について、PCB 濃度測定を行い、適切な処理処分を行

う必要がある。表 2-9 に示す PCB 機器については、低濃度 PCB 廃棄物であり、当該機

器の撤去、発注者指定場所までの運搬は本工事範囲とする。

表 2-9 PCB機器一覧

名称 場所 容量 製造者 型式 製造番号 数量

変圧器 電気室（使用中） 6,600/210V 三菱電機 RA-T G201138 1 基

変圧器 電気室（使用中） 6,600/210-105V 三菱電機 SE-1 G180823 1 基

変圧器 電気室（使用中） 6,600/440V 三菱電機 RA-T AN2937001 1 基
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フロン・ハロン使用機器調査

現地調査を行ったところ、フロン使用機器に該当するものとして、空調機の室外機を確

認した。また、焼却炉用の消火設備としてハロン使用機器も確認された。本施設における

フロン使用機器及びハロン使用機器を表 2-10、表 2-11 に示す。

表 2-10 フロン使用機器

設置場所 製造者又は仕様 型式 種類 使用量 数量

管理棟

東芝
ROA-J804H R22 2.05kg 1 基

ROA-J104 R22 2.8kg 2 基

パナソニック CU-H369A2 R410A 0.9kg 1 基

ダイキン R50CVV R410A 1.15kg 1 基

三菱 MFH-45011 R22 1.735kg 1 基

不明
不明（銘板不鮮

明）
不明※1 1 基

工場棟

三菱 MUZ-SV50TS R410A 1.1kg 1 基

National 不明（銘板不鮮
明）

R22 1.04kg 1 基

ダイキン

R22GNSC017601 R410A 0.85kg 1 基

不明（銘板不鮮
明）

不明※1 2 基

CRYJ200D R22 不明※1 1 基

汚泥乾燥棟 東芝 RAS4068AST R22 0.85kg 1 基

※1 銘板不鮮明により種類、使用量は把握できなかったが、冷媒としてフロン類が充填されている。

表 2-11 ハロン（ハロゲン化物消火設備）使用設備

設置場所 製造者 種類 製造年 数量

工場棟
（焼却炉用）

ホーチキ株式会社 ハロン 1301 昭和 59 年 3 月 2 基
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工事期間中の環境確認調査

DXNs 対策要綱等の関係法令に準拠し、解体工事前、工事中及び工事後において、解体対

象設備の汚染状況や作業環境、周辺土壌について、測定分析を行う。

本工事で実施する環境確認調査の測定項目を表 2-12 に示す。本調査項目以外に測定が必

要な場合は、受注者の責任において実施すること。ただし、別途、所轄の労働基準監督署か

ら指導等がある場合は、これに従うこと。

付着物、作業環境測定等の測定分析は、専門の計量機関が行い、測定結果は記録して 30
年間保存しておくこと。なお、記録保存の費用は受注者の負担とする。

施工前測定

バックグラウンド値把握のため、敷地内の騒音及び振動を調査する。

事前濃度把握のため、周辺大気、周辺土壌中のダイオキシン類濃度を測定するこ

と。

廃棄物の適正処理のため、PCB 濃度を測定すること。

表 2-2 に示す事前調査結果において、付着物及び堆積物のダイオキシン類濃度が、

3ng-TEQ/g を超過したサンプル等について、追加調査を実施する。

バックグラウンド値把握のため、敷地内の観測用浅井戸（3 箇所）における地下水の

状況（水位、pH、EC、重金属類等）を測定（1 回）する。

施工中測定

労働安全衛生のため、仮設排水処理設備の処理水を濁度計により監視すること。

2.8.3 に留意点を示す。

廃棄物の適正処理のため、仮設排水処理設備の処理水のダイオキシン類、重金属類

濃度（カドミウム、全シアン、鉛、六価クロム、砒素、総水銀、PCB）を測定する

こと。

労働安全衛生のため、作業環境を連続監視装置（デジタル粉じん濃度計）等により

監視すること。2.8.3 に留意点を示す。

周辺環境への影響把握のため、敷地内の騒音及び振動、石綿を調査する。

労働安全衛生のため、作業環境中の石綿を負圧集塵装置出口及びセキュリティゾー

ンにおいて調査する。

周辺環境影響の把握のため、敷地内の観測用浅井戸（3 箇所）による地下水の状況

（水位、pH、EC、重金属類等）を工事期間中毎月（15 月）測定し、工事影響の有

無について監視する。

除染作業後測定

廃棄物の適正処理のため、仮設排水処理施設処理水・汚泥、耐火煉瓦、コンクリー

トのダイオキシン類、重金属類濃度を測定すること。

機器解体後測定

管理区域の再設定のため、作業環境中のダイオキシン類濃度を測定すること。
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解体工事完了後測定

周辺環境への影響確認のため、周辺大気、周辺土壌、購入土中のダイオキシン類濃

度及び購入土中の重金属類濃度を測定すること。

工事による地下水の影響を把握するため、敷地内の観測用浅井戸（3 箇所）における

地下水の状況（水位、pH、EC、重金属類等）を測定（1 回）する。

連続測定・モニタリング（施工中測定）

仮設排水処理施設の処理水のダイオキシン類濃度

工事期間中において仮設排水処理施設の処理水をモニタリングするため、処理水の濁度

を濁度計で測定することによりダイオキシン類濃度を監視する。

作業環境ダイオキシン類

工事期間中において作業環境をモニタリングするため、空気中の粉じん濃度等を連続監

視装置（デジタル粉じん濃度計）等で測定することによりダイオキシン類濃度を監視す

る。

測定場所

測定場所は、解体作業中に空気中のダイオキシン類濃度が最大になると予想される

負圧集じん機出口に設置する。

測定結果の保存

受注者は、連続測定及びモニタリング結果に関するすべての記録を整理し、発注者

に報告すること。

異常が確認された場合の措置

受注者は、測定値に異常を発見した場合は、速やかに発注者に報告すること。ま

た、原因究明のための調査を行って、必要な対策を検討し発注者に報告すること。

地下水モニタリング

工事前、工事中（毎月）、工事後において地下水をモニタリングするため、敷地内 3 箇

所に設置された観測用浅井戸（深度 GL－15m 程度）において、地下水を採水・水質分析

することにより重金属類等（鉛、砒素、総水銀、ｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ、ﾍﾞﾝｾﾞﾝ、1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ）の濃度

を監視する。また、水位、pH、EC については、連続測定を行い、別途発注の環境モニタ

リング業務で設置する連続測定器の値を作業日毎に確認し、工事による影響を日常監視す

る。

測定場所

測定場所は、地下水の流れを考慮し工事箇所の上流側と下流側の敷地内に発注者が

設置した観測井戸（3 箇所）とする。

測定結果の保存・報告

受注者は、地下水モニタリング結果として、連続測定器の測定記録を毎週１回、水

質分析結果をその都度、整理して保存するとともに、書面にて発注者に報告するこ
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と。

異常が確認された場合の措置

受注者は、測定値に異常を発見した場合は、速やかに発注者に報告すること。測定

値の異常とは、バックグラウンドの測定範囲や監視委員会で検討される管理値を超え

る値が確認された場合等のことである。その場合、周辺観測井戸を含めて、測定頻度

を 1 週間毎等へ上げてモニタリング監視を強化する。

測定値が連続してバックグラウンドの測定範囲や管理値を超える値が（3 回以上）

連続する場合、測定値に上昇傾向が認められる場合等には、原因究明のための調査を

行い、発注者に報告するとともに、監視委員会、住民説明会資料へデータを提供する

こと。また、監視委員会に出席するとともに、監視委員会での指導事項を踏まえ、必

要な対策を検討し発注者に報告すること。

測定値に異常が確認された場合において、その要因の可能性が疑われる工事は一時

的に中断するものとし、原因究明結果及び対策について発注者より承諾を得た後、工

事再開の許可を求めるものとする。発注者は、監視委員会の助言を参考に、受注者が

報告した原因究明結果及び対策の妥当性を確認し、工事再開を許可する。
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表 2-12 測定項目

時期 測定対象 測定項目 サンプリング箇所
検体
数

測定目的

施
工
前

騒音振動 騒音振動 敷地内東西南北 4 ﾊﾞｯｸｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ値把握

周辺大気 ダイオキシン類 敷地内東西南北 4 事前把握

周辺土壌 ダイオキシン類 移入土、敷地内土壌 4 事前把握

事前調査 PCB PCB 可能性無または有
（微量）

3 廃棄物の適正処理

追加調査 ダイオキシン類 表 2-2 参照 12 事前把握

地下水
水位、pH、EC、

重金属類等
観測井戸（3 箇所） 3 地下水への影響確認

解
体
工
事
中

解
体
工
事
中

処理水 ダイオキシン類 濁度計による管理 連続 労働安全衛生

作業環境

ダイオキシン類
（粉じん）

負圧集塵装置出口
連続モニタリング

連続 労働安全衛生

石綿
負圧集塵装置出口×1
セキュリティゾーン×1 2  

周辺大気 石綿 敷地内東西南北 4 周辺環境への影響把
握

騒音振動 騒音振動 敷地内東西南北 2 周辺環境への影響把
握

地下水
水位、pH、EC、

重金属類等
観測井戸（3 箇所）12
月

36 地下水への影響確認

除
染
作
業
後

廃棄物

ダイオキシン類

仮設排水処理設備
処理水・汚泥

4 

廃棄物の適正処理

耐火レンガ、コンクリ
ートがら

4 

重金属類
（7 項目）

仮設排水処理設備
処理水・汚泥

4 

耐火レンガ、コンクリ
ートがら

4 

機
器
解
体
後

作業環境 ダイオキシン類 焼却炉周辺 1 管理区域の再設定

解体
工事
後

周辺大気 ダイオキシン類 敷地内東西南北 4 

周辺環境への影響確
認

周辺土壌 ダイオキシン類 敷地内東西南北 4 

埋戻土
ダイオキシン類 購入土 1 

重金属類 購入土 1 

地下水
水位、pH、EC、

重金属類等
観測井戸（3 箇所） 3 地下水への影響確認

ストッ
クヤー
ド建築
工事中

地下水
水位、pH、EC、

重金属類等
観測井戸（3 箇所）3 月 9 地下水への影響確認
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発生材処分

本工事で発生する廃棄物及び資源物は、廃棄物処理法、建設リサイクル法等の関係法令に

基づき、すべて受注者の責任において産業廃棄物、特別管理廃棄物、資源物等の種類に応じ

て分別し、適正に処理・処分・再資源化をすること。

廃棄物等の保管方法

解体作業中に発生する廃棄物は、一時保管するための十分なスペースを建築物内又は作業

場所に近接する場所で確保し、汚染廃棄物は DXNs 要綱、石綿則、関係法令に基づき作業

の妨げにならない場所に隔離・保管する。特別管理産業廃棄物が発生した場合は、資格を有

する者を特別管理産業廃棄物管理者として選任する。また、処理処分する廃棄物と有価物を

区分けして保管する。特に、コンクリートガラ等については、発生場所を明確にするととも

に、再利用対象と処分対象を適正に分別して保管し管理する。なお、保管にあたっては、極

力雨水等にふれることのないよう管理する。

解体工事で発生した、廃棄物は、種類ごとに分別され、一時保管することになる。

保管の方法は、特別管理産業廃棄物と一般産業廃棄物では保管方法が異なる。

電気集じん器等の付着灰及び堆積灰、飛灰処理設備付着灰、また未調査ではあるが仮設排

水処理設備から出る汚泥が特別管理産業廃棄物に該当する可能性が高い。これらの廃棄物

は、ほかの産業廃棄物と分離して、保管する必要があるため、保管容器から流出しないよう

に、ドラム缶等に詰め込み、あるいは防水型のフレコンバッグ等に入れて貯留することとす

る。保管場所は、床がコンクリートで、雨風が入らない箇所か、そのような構造を外部に設

置したものとする。

解体工事では、有価物と処分すべき廃棄物が混在して発生するため、環境の保全と循環型

社会形成推進の観点から関連の法令に準拠して、適正に取り扱い、処分または再利用を行

う。

廃棄物仮置きヤード

除染作業や解体作業で発生した廃棄物を処分方法に応じて分別する廃棄物仮置きヤードを

設置する。廃棄物仮置きヤードで廃棄物搬出工程の調整を行うことにより、解体作業場所が

広く使用でき、作業性、安全性も向上する。

なお、解体廃棄物の仮置きヤードは、工程と解体搬出数量及び種類を考慮したうえで十分

な広さとし、他の作業区域から隔離することが求められている。

解体工事に伴い発生した廃棄物の保管は、廃棄物処理法の保管基準に従って行うことにな

る。具体的には以下のような項目があげられる。

仮保管場所である旨とその他の必要項目を表示した掲示板を設置し、周囲に囲いを設けた

保管施設により保管する。

ビニールシートで覆ってロープかけ又は容器等に入れて、廃棄物の飛散及び流出を

防ぐ。

廃棄物の保管場所を屋外に設ける場合は、テント等により雨水対策を行うとともに

周囲から雨水が流入しないように排水構を設ける等の措置を講ずること。廃棄物の
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保管底面は、水分を含んだ廃棄物から流出した水、汚染された廃棄物に触れた雨水

等を地下に浸透させないため、シート等の不透水性の材料で覆う等の措置を講ずる

こと。

廃棄物の収集、運搬及び処分

廃棄物等の収集、運搬及び処分業者は、廃棄物処理法に定める事業許可を有する者

とする。なお、運搬途上で積替え保管を行う場合は、廃棄物の積替え及び保管の事

業許可を確認するとともに、特別管理廃棄物が他の物と混合することがないように

する。

廃棄物等の運搬及び処分等を委託する場合は、廃棄物処理法その他関係法令等の規

定により委託先ごとに個別に書面で行う。なお、運搬及び処分を委託した場合は、

廃棄物の処理状況に関する確認を行ったうえで、最終処分までの処理が適正に行わ

れるための必要な措置を講ずる。

廃棄物の収集、運搬及び処分は、マニフェストを交付し、収集、運搬及び処分が適

正に行われるよう管理監督を行い、最終処分が終了したことを確認し、マニフェス

トの写しを提出する。

特別管理産業廃棄物は、運搬または処分を委託しようとする者に対し、特別管理廃

棄物の種類、数量、性状、荷姿及び当該特別管理廃棄物を取扱う際に注意すべき事

項を通知する。

廃棄物は、廃棄物処理法に定める処分の基準、最終処分場の維持管理の基準に従

い、廃棄物の種類に応じて適正に処分する。

廃材搬出時及び受入場所等の写真を撮影する。

アスベスト含有製品は「非飛散性アスベスト廃棄物の取扱いに関する技術指針」等

の関係法令・基準を遵守し、適切に処分する。

除染後に、機器及び建物に付着している汚染物が確実に除去されていることを確認

する。耐火煉瓦、コンクリートがら、仮設排水処理設備の処理水及び汚泥につい

て、ダイオキシン類濃度、重金属類濃度について測定を行なう。

再資源化等

受注者は、資源の有効な利用の促進に関する法律、建設工事に係る資材の再資源化等に関

する法律、建設副産物適正処理推進要綱（平成 14 年 5 月改正 建設事務次官通達）、廃棄物

の処理及び清掃に関する法律、建設廃棄物処理指針（平成 22 年版）等に基づき、発生抑制

量、再利用、適正処理に努める。

工事により発生した建設廃棄物は、発生量そのものを削減し、現場内での分別、再

利用等により、工事現場外への搬出を極力抑制する。また、搬出する場合は、再資

源化施設に搬出し、資源リサイクルの促進に努める。搬出に先立って、搬出先、再

資源化の方法等をリサイクル計画として取りまとめる。

特定建設資材廃棄物の再資源化等が完了したときは、建設リサイクル法による再資

源化等完了報告書等を提出する。
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建築物から除去した廃石綿等は、再利用又はそれを目的とした譲渡若しくは提供を

行わない。

本工事において生じた特定建設資材廃棄物は、種類に応じて分別し、建設リサイク

ル法その他関係法令等に従い、可能な限り再利用、再資源化等に努める。

整地工事

計画基本事項

本項で記載している内容については、基本的事項を定めるものであり、発注者の意図を反映

させ、安全性、機能性及び経済性の高い合理的計画とすること。

計画概要

工事範囲

整地工事範囲は下記工事一式とする。

整地工事  1 式

   ごみ焼却施設等解体跡地の一部（図 2-3） 

整地工事

全体計画

1）設計方針 

ごみ焼却施設等解体跡地の一部は、緑地での利用を予定しており、安全性、機能性及び

経済性に配慮した計画とすること。 

解体跡地は地階残置部も含め埋め戻し、平地として整地することに配慮した計画とする

こと。 

整地工事にあたっては、現地盤より深さ約 1.5ｍの位置からカーバイドかす主体埋設廃

棄物層が存在（カーバイド層参考資料①②）していることに配慮すること。 

整地工事は、表層を植生可能な土壌で覆土する計画とし、降雨水の地中への浸透を抑制

するため、覆土下層部を粘性土とするなどの対処により、覆土層が現行のアスファル

ト舗装部と同程度の遮水性をもつようにすること。 

ただし、カーバイドかす主体埋設廃棄物層は非常に軟弱であり、覆土等の荷重により地

下のカーバイドかす主体埋設廃棄物層に外力が加わって地下水に有害物質が拡散する

可能性があるため、覆土層の厚さは 30cm 程度を超えない計画とすること。 

埋戻しは、掘削土を埋戻し土として流用するが、不足分は購入土とする。コンクリート

がら等による埋戻しは行わない計画とすること。 

埋戻し・整地は、地盤沈下等の発生を考慮し、締固めを十分に行うこと。 

埋戻し・整地後の造成形状は、敷地内に雨水等が溜まらないよう適度な勾配（現況と同

様に敷地の東側水路側に集水・排水）に配慮した計画とすること。 
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整地工事

整地工事については、上記設計方針に基づき検討した計画とすること。

構造       〔   〕

整地面積     〔   〕㎡

整地仕様  表層部〔   〕

     下層部〔   〕

図 2-3 整地計画イメージ図（案）

ストックヤード整備工事

計画基本事項

本項で記載している内容については、基本的事項を定めるものであり、発注者の意図を反映さ

せ、機能性、経済性の高い合理的計画とすること。

計画概要

工事範囲

ストックヤード整備工事（以下「本工事」という。）範囲は下記工事一式とする。

(1) 建築工事        1式
ストックヤード棟



39 

(2) 外構工事        1式
構内道路、駐車場、構内排水設備、サイン工事

(3) 建築設備工事       1式
建築機械設備、建築電気設備

なお、下記工事は本工事範囲外とする。

地下埋設物撤去    1式
〃 汚染土壌処分    1式
門・囲障工事    1式
特記なき什器備品工事   1式

建築工事

全体計画

設計方針

(1) ストックヤード棟は、小型家電等の資源物を再資源化事業者に引き渡すまで一時保管

することを目的としており、資源物を安全かつ合理的に保管するため、安全性、作業性

及び防犯性に配慮した計画とすること。

(2) 資源化率の向上と住民の利便性向上を目指し、金属類・小型家電等の常設回収拠点とし

て、ストックヤードを整備するものであるため、一般車両による搬入を想定し、車両や

積卸し作業する住民の安全に十分配慮して動線を計画すること。また、同一敷地内に立

地するし尿処理施設関連の搬入車両や工事車両の動線にも留意すること。

(3) 資源物の荷姿は鋼板製コンテナを想定し、安全かつ合理的にコンテナを出し入れでき

る構造とすること。

(4) 次に掲げる標準仕様書及び基準等のほか関係法令等を遵守すること。

① 一般社団法人日本建築学会が定める標準仕様書及び基準等

② 国土交通大臣官房官庁営繕部公共建築工事標準仕様書

③ 福井県土木工事共通仕様書

(5) 受付作業員控室

資源物の持ち込み受付や資源物搬出作業を行う作業員用の事務室及びトイレを計画する。

   なお、ストックヤードと別棟として計画してもよいものとする。

事務室（3名程度）

トイレ（男女別）

構造計画

基本方針

(1) 資源物や保管車両など必要な荷重を想定し、十分な構造強度を確保すること。

基礎構造

(1) 基礎は既存建築物（焼却施設）を流用するものとし、健全性調査（インテグリティ試験

等）や耐久性試験（コンクリートコア中性化試験、圧縮強度試験、鉄筋の腐食調査）な
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ど必要な調査を実施する。またその結果を踏まえ、必要に応じて補強を行うこと。

(2) 建築確認申請にあたって、特定行政庁（福井県丹南土木事務所）と十分に協議し、その

指導にしたがい調査及び設計等を行うこと。

(3) 荷重条件、地質条件を考慮し、地震時、風圧の水平力も十分検討して決定すること。

躯体構造

(1) 架構は、強度、剛性を保有するとともに軽量化に努め、地震時の変位も有害な変形にな

らない構造とすること。

(2) 資源物を保管する下層部分はRC腰壁構造、上層部分は鉄骨造を原則とする。

一般構造

(1) 屋 根

① 屋根は軽量化に努めること。

② 屋根は風圧や積雪荷重に対し十分な強度を有するものとする。

③ 防水はシート防水とする。

(2) 外 壁

① 資源物を保管する下層部分は、鉄筋コンクリート造とし、上層部は鉄骨造＋オー

トクレーブ養生軽量気泡コンクリート(ALC)版とする。

② 耐震壁、筋交いを有効に配置し、意匠上の配慮を行うこと。

(3) 床

① 床は、鋼板製コンテナや重機の移動による摩耗を考慮し十分なかぶり厚を確保す

ること。

(4) 内 壁

① 内壁は、用途上生じる要求（防火、防音、防煙)を満足するものとすること。

② 不燃材料、防音材料などは、それぞれ必要な機能を満足すること。

③ 居室部分には断熱材を入れること。

(5) 建 具

① 外部に面する建具は、台風時の風圧や降雨に耐えるものとすること。

② ガラスは、管理上、機能上、意匠上等の条件を考慮して選定すること。

③ 建具（扉）のうち、スチールドアは原則としてフラッシュ扉とすること。

④ 建具（扉）のうち、シャッターは電動式とすること。

⑤ 建具（窓）のうち、特殊な箇所を除き、窓建具はアルミ製とすること。

⑥ 居室部分の窓は断熱サッシとすること。
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仕上計画

外部仕上

(1) 立地条件・周辺環境に配慮した仕上計画とする。違和感のない、清潔感のあるものとす

ること。

(2) 材料は経年変化が少なく、耐久性・耐候性が高いものとする。

内部仕上

(1) 各部屋の機能、用途に応じて必要な仕上を行うこと。

(2) 居室に使用する建材はF☆☆☆☆以上とすること。

寒冷地対策

寒冷地対策として下記対策を考慮する。

(1) 施設内配置計画にあたっては、特に冬期における風向・風速について考慮する。

(2) 屋根、壁の材料は、積雪及び凍結を考慮して選定する。また、特に軒先及び雨どいにつ

いては、積雪及び凍結対策に配慮する。

(3) 空調を行う室の外壁等には、断熱材を使用し、防寒、結露対策を講ずる。

(4) 外部に面する建具、屋外に設ける階段、タラップ等は、積雪・凍結対策に配慮する。

(5) 建築設備の機器及び配管は、凍結対策に配慮する。

(6) 吸排気口及び屋外設置の機器が雪に埋没しないように配慮する。

(7) 工事中は当地域の寒中コンクリートの適用期間に留意する。

建築仕様

＊［ ］内の数値は参考値

ストックヤード

(1) 構造 鉄筋コンクリート造一部鉄骨造

(2) 外壁 コンクリート打放し（腰壁）＋ALC板（鉄骨部）

(3) 屋根 折版ガルバリウム鋼板、断熱材張り

(4) 建具

① 扉 スチールドア

② 窓 アルミサッシペアガラス

③ シャッター 電動スチールシャッター×４基

(5) 建屋規模

① 建築面積 約［ 175 ］m2

② 延床面積 約［ 175 ］m2

③ 軒高 ［ 7.2］m 
④ 最高の高さ ［ 7.4］m 
⑤ 腰壁高さ  ［ 3.0］m 

(6) 室内仕上

① ストックヤード床・腰壁内側 鉄板（t=6）貼
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事務所・トイレ

(1) 構造 プレハブハウス

(2) 外壁 合成樹脂パネル

(3) 屋根 ガルバリウム鋼板、断熱材張り

(4) 建屋規模
① 建築面積 約［ 20 ］m2（事務所）、約［ 5 ］m2（トイレ）

② 延床面積 約［ 20 ］m2（事務所）、約［ 5 ］m2（トイレ）

③ 最高の高さ ［ 3.54 ］m（事務所）、約［ 2.45 ］m（トイレ）
(5) 付帯設備

① 事務室 ミニキッチン、カウンター、照明、パッケージエアコン、換気装置

② トイレ   衛生器具、手洗い、照明、鏡

その他

断熱、防露に使用する材料は、室内外の環境条件を考慮し最適な材料及び工法を選定す

ること。 

建物内外の凍結について十分考慮すること。 

外構工事

外構施設については敷地の地形、地質、周辺環境との調和を考慮した合理的な設備とし、施

工及び維持管理の容易さ、経済性等を検討した計画とすること。

構内道路工事

十分な強度と耐久性を持つ構造及び、効率的な動線計画とし、必要箇所に白線、道路標

識を設け、構内の交通安全を図ること。構内道路の設計は構内舗装・排水設計基準（国土

交通省大臣官房官庁営繕部建築課）によること。

(1) 構造 アスファルト舗装

(2) 舗装面積 〔   〕 m2

(3) 舗装仕様
舗装厚    5cm 
路盤厚    15cm 
施工前に、CBR試験を実施して最終仕様を決定する。必要に応じて凍上抑制層や路床の
安定処理を考慮する。

駐車場

(1) 構造 アスファルト舗装

(2) 計画台数
普通車   5台(事務職員用) 
普通車   20台(持込車、一般車) 
舗装面積 〔   〕 m2
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(3) 舗装厚
舗装厚    5cm 
路盤厚    15cm 
施工前に、CBR試験を実施して最終仕様を決定する。必要に応じて凍上抑制層や路床の
安定処理を考慮する。

構内排水設備工事

原則として既存排水設備（側溝、桝、排水管）を流用するものとし、劣化部分及び排水

経路変更等により追加が必要な箇所に設置するものとする。雨水は敷地東側水路へ放流す

る。

サイン工事

交通安全の確保や円滑な通行のため、構内に標識の設置や路面標示を行うこと。なお、必

要な部分はユニバーサルデザインに配慮すること。

(1) 標識 規制速度、受付場所、停止、出入口

(2) 路面標示 動線矢印、規制速度、受付場所、停止、出入口

(3) その他     案内看板3箇所程度
フェンス工事

(1) 形式 メッシュフェンス

(2) 延長・高さ
高さ 1.8 m 
延長  約70 m 

(3) 設計基準
耐候仕様とすること。

建築機械設備工事

空気調和設備工事

本設備は、作業員控室及び休憩室を対象とする。

形式 電気式パッケージエアコン

数量  1式
能力   〔   〕kW×〔   〕V 
付属品  室外機、リモコン、冷媒配管

換気設備工事

本設備は、作業員控室、休憩室及びトイレを対象とする。なお、居室部分は全熱交換式換気

装置とする。

形式 電気式

数量  1式
能力   〔   〕ｍ3/h 
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給排水衛生設備工事

給水は上水を前面道路より引き込み、各所へ直接給水する。生活排水は敷地北西隅排水桝ま

で自然流下により導き、下水放流する。

本設備は、休憩室キッチン、トイレ、屋外手洗い場及び床洗浄用給水栓を対象とする。

給水量

事務職員    3名程度
床洗浄   500L/日程度
衛生器具設備工事

洋式便所は温水洗浄便座、小便器はセンサー付きとすること。

消火設備工事

本設備は消防法規、条例等を遵守し、実施設計に際しては所轄の消防署と協議の上、必要設

備（消火器等）を設置すること。

建築電気設備工事

本設備は電力会社責任分界点から配電設備までの引込み工事及び２次側以降の各建築電気設

備工事とする。

電力引込み工事

電力会社責任分界点（柱上変圧器）から低圧配電盤設備までの引込み工事を実施する。

動力設備工事

本設備は建築設備の空調、照明、給水設備等へ配電する低圧配電盤設備とすること。

二次側の電圧は200V又は100Vとする。
受電用保護継電器は、電気設備技術基準に基づくこと。

照明コンセント設備工事

照明コンセント設備は、作業の安全及び作業能率と快適な作業環境の確保を考慮した設計と

すること。

照度基準 JIS Z 9110及び労働安全衛生規則第 604条に準拠すること。
非常用照明、誘導灯等は建築基準法、消防法に準拠して設置すること。

照明器具は、用途及び周囲条件により、防湿、防雨、防じんタイプを使用すること。

なお、破損の危険性がある場所はガードつきとすること。

コンセントは維持管理性を考慮した個数とし、用途及び使用条件に応じて防雨、防爆、

防湿型とすること。また床洗浄を行う部屋については床上70cmに取り付けること。
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付帯工事

計画基本事項

本項で記載している内容については、基本的事項を定めるものであり、発注者の意図を反映さ

せ、機能性、経済性の高い合理的計画とすること。

計画概要

工事範囲

付帯工事（以下「本工事」という。）範囲は下記工事一式とする。

(2) 進入路工事    1式
進入路

(3) 災害廃棄物仮置き場整備工事 1式
植栽伐採・伐根、構内道路工事

なお、下記工事は本工事範囲外とする。

地下埋設物撤去    1式
〃 汚染土壌処分    1式
特記なき付帯工事    1式

進入路工事

全体計画

設計方針

(1) 進入路は、資源物を持ち込む一般車両や搬出する大型車両が場内に進入・退出するた
めに通行することを目的としており、車両通行の安全性及び耐久性に配慮した計画と

すること。

(2) 通行する車両は自家用車及び大型トラック（最大20t車）を想定し、安全かつ合理的に
前面道路から敷地内に進入できる構造とすること。

(3) 次に掲げる標準仕様書及び基準等のほか関係法令等を遵守すること。
① 一般社団法人日本道路協会が定める標準仕様書及び基準等

② 国土交通大臣官房官庁営繕部公共土木工事標準仕様書

③ 福井県土木工事共通仕様書

(4) 掘削工事に先立ち、水路付近の埋設管等の支障物の有無について調査、保護を行うこ
と。

(5) 工事中の通行規制及び迂回路等については事前に関係期間に手続・告知を行うこと。

構造計画

基本方針

(1) 通行車両など必要な荷重を想定し、十分な構造強度を確保すること。
基礎構造
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(1) 基礎は、地盤を転圧し地耐力を確認の上、直接基礎構造を基本に計画すること。
(2) 荷重条件、地質条件を考慮し、地震時の水平力も十分検討して決定すること。
構造

(1) 架構は、強度、剛性を保有するとともに軽量化に努め、地震時の変位も有害な変形にな
らない構造とすること。

(2) 水路上部はRCカルバート構造、道路側、敷地側法面部分は土留壁を構築の上、盛土を
原則とする。

(3) 盛土は良質土とし、十分に締固めを行うこと。

土木仕様

＊［ ］内の数値は参考値

進入路

(1) 構造 下部RCカルバート構造、上部盛土
(2) 路面舗装 アスファルト舗装

(3) 幅員   8m（有効）
(4) 延長 約10m 
(5) 舗装構成

① 表層 ［  5 ］cm 
② 上層路盤 ［ 10 ］cm 
③ 下層路盤 ［ 10 ］cm 

(6) 付帯設備
① ガードレール    ［ 6.0 ］mL×［ 0.75 ］mH 
② コンクリート製欄干 ［ 4.5 ］mL×［  1.1 ］mH 
③ U型側溝  ［ 150 ］×［ 16 ］mL 
④ 溜桝  ［ 250 ］□ 

災害廃棄物仮置き場整備工事

現況として緑地（グラウンド）となっている敷地北側を災害廃棄物仮置き場として整備する

こと。

構内道路工事

既存のアスファルト舗装を撤去、整地したうえで、災害廃棄物仮置き場の入口及び出口

の道路を整備する。

十分な強度と耐久性を持つ構造とすること。構内道路の設計は構内舗装・排水設計基準

（国土交通省大臣官房官庁営繕部建築課）によること。

(1) 構造 アスファルト舗装

(2) 舗装面積    1,200m2、幅員8.0m×延長 150m 
(3) 舗装仕様
舗装厚    5cm 



47 

路盤厚    15cm 
施工前に、CBR試験を実施して最終仕様を決定する。必要に応じて凍上抑制層や路床の
安定処理を考慮する。

構内排水設備工事

原則として既存排水設備（側溝、桝、排水管）を流用するものとし、劣化部分及び排水

経路変更等により追加が必要な箇所に設置するものとする。雨水は敷地東側水路へ放流す

る。

植栽伐採・伐根工事

災害廃棄物仮置き場として利用するために支障となる植栽（中木、40本程度）を伐採・
伐根する。発生材の運搬及び処分も工事範囲とする。


